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会
長
あ
い
さ
つ（
全
文
）

１
．
は
じ
め
に

第
１
５
９
回
日
本
医
師
会

定
例
代
議
員
会
に
ご
出
席
を

頂
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
日
頃
よ
り
日
本
医

師
会
の
会
務
運
営
に
特
段
の

ご
理
解
と
ご
支
援
を
頂
い
て

お
り
ま
す
こ
と
に
対
し
、
こ

の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
の
定
例
代
議
員
会
で

は
、
昨
年
度
の
事
業
報
告
に

加
え
、
２
件
の
議
案
を
上
程

致
し
て
お
り
ま
す
。
慎
重
に

ご
審
議
の
上
、
何
卒
ご
承
認

賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

２
．
医
療
機
関
の
経
営
危

機
の
改
善
に
向
け
て

日
本
医
師
会
は
、
「
骨
太

の
方
針
２
０
２
５
」
の
策
定

に
向
け
、
（
１
）
経
済
成
長

の
果
実
の
活
用
、
す
な
わ
ち

税
収
等
の
上
振
れ
分
の
活

用
、
（
２
）
「
高
齢
化
の
伸
び

の
範
囲
内
に
抑
制
す
る
」
と

い
う
社
会
保
障
予
算
の
目
安

対
応
の
見
直
し
、
（
３
）
診

療
報
酬
等
に
つ
い
て
、
賃

金
・
物
価
の
上
昇
に
応
じ
た

公
定
価
格
等
へ
の
適
切
な
反

映
、
（
４
）
小
児
医
療
・
周

産
期
医
療
体
制
の
強
力
な
方

策
の
検
討

─
の
４
点
を
主

に
主
張
し
て
参
り
ま
し
た
。

３
月
30
日
の
第

１
５
８
回
臨
時
代

議
員
会
以
降
、
自

由
民
主
党
、
公
明

党
の
社
会
保
障
制

度
調
査
会
、
「
医

療
・
介
護
・
福
祉

の
現
場
を
守
る
緊

急
集
会
」
「
国
民

医
療
を
守
る
議
員

の
会
」
な
ど
で
日

本
医
師
会
の
考
え

方
を
そ
の
都
度
説

明
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
「
国
民
医

療
を
守
る
議
員
の

会
」
で
は
、
日
本

医
師
会
の
主
張
を

踏
ま
え
た
決
議
が

採
択
さ
れ
、
石
破

茂
内
閣
総
理
大
臣

に
は
、
同
決
議
な

ど
２
度
に
わ
た
り

医
療
現
場
の
窮
状

を
私
か
ら
直
接
訴

え
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

「
骨
太
の
方
針
２
０
２
５
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
６
月
６

日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
に

お
い
て
原
案
が
示
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
自
民
党
政
調

全
体
会
議
や
公
明
党
な
ど
与

党
内
で
、
医
療
機
関
の
経
営

危
機
や
、
賃
金
上
昇
、
物
価

高
騰
対
応
に
つ
い
て
、
日
本

医
師
会
の
要
望
に
沿
っ
た
議

論
が
行
わ
れ
、
社
会
保
障
関

係
費
に
関
す
る
記
載
が
修
正

さ
れ
ま
し
た
。

歳
出
改
革
の
中
で
の
「
引

き
算
」
で
は
な
く
、
賃
金
・

物
価
対
応
分
を「
加
算
す
る
」

と
い
う
「
足
し
算
」
の
論
理

と
な
っ
た
こ
と
が
非
常
に
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
年

末
の
予
算
編
成
に
お
け
る
診

療
報
酬
改
定
に
期
待
が
で
き

る
書
き
ぶ
り
と
な
り
ま
し

た
。「

骨
太
の
方
針
２
０
２
５
」

の
社
会
保
障
関
係
費
の
部
分

に
つ
き
ま
し
て
は
、
代
表
質

問
で
も
頂
い
て
お
り
ま
す
の

で
、
後
ほ
ど
詳
細
に
ご
説
明

し
ま
す
が
、
「
税
収
等
を
含

め
た
財
政
の
状
況
を
踏
ま

え
」と
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
、

日
本
医
師
会
が
「
経
済
成
長

の
果
実
の
活
用
」
と
し
て
求

め
て
い
た
、
税
収
等
の
上
振

れ
分
の
活
用
の
視
点
が
盛
り

込
ま
れ
ま
し
た
。

更
に
、
「
高
齢
化
に
よ
る

増
加
分
に
相
当
す
る
伸
び
に

こ
う
し
た
経
済
・
物
価
動
向

等
を
踏
ま
え
た
対
応
に
相
当

す
る
増
加
分
を
加
算
す
る
。」

と
さ
れ
、
日
本
医
師
会
が
求

め
て
き
た
賃
金
・
物
価
の
上

昇
に
応
じ
た
公
定
価
格
等
へ

の
適
切
な
反
映
が
明
記
さ
れ

ま
し
た
。
高
齢
化
分
と
は
別

枠
で
賃
金
対
応
分
等
を
加
算

す
る
と
い
う
意
味
だ
と
理
解

し
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
は
６
月
６
日
に

示
さ
れ
た
原
案
か
ら
劇
的
な

前
進
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
「
次
期
報
酬
改
定

を
始
め
と
し
た
必
要
な
対
応

策
に
お
い
て
、
２
０
２
５
年

春
季
労
使
交
渉
に
お
け
る
力

強
い
賃
上
げ
の
実
現
や
昨
今

の
物
価
上
昇
に
よ
る
影
響
等

に
つ
い
て
、
経
営
の
安
定
や

現
場
で
働
く
幅
広
い
職
種
の

方
々
の
賃
上
げ
に
確
実
に
つ

な
が
る
よ
う
、
的
確
な
対
応

３
．
組
織
強
化

組
織
強
化
は
、
決
し
て
一

過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
継

続
的
な
取
り
組
み
の
積
み
重

ね
に
よ
り
成
し
得
て
い
く
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

令
和
５
年
度
よ
り
導
入
し

た
医
学
部
卒
後
５
年
間
の
会

費
減
免
を
契
機
に
、
若
手
医

師
の
入
会
促
進
と
医
師
会
活

動
へ
の
理
解
醸
成
へ
の
取
り

組
み
は
、
着
実
に
浸
透
し
て

き
て
い
る
も
の
と
思
い
ま

す
。今

後
は
、
そ
の
成
果
を
一

層
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
各
地

域
の
特
性
に
即
し
た
、
よ
り

具
体
的
か
つ
一
歩
踏
み
込
ん

だ
取
り
組
み
に
、
特
段
の
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。日

本
医
師
会
と
し
て
も
、

新
た
に
運
用
を
開
始
し
た
医

師
会
会
員
情
報
シ
ス
テ
ム

「
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
」
が
、
そ
の

一
助
を
担
え
る
も
の
に
な
る

よ
う
、
し
っ
か
り
と
育
て
て

参
り
ま
す
。

医
師
会
が
、
国
民
の
医
療

を
守
り
、
医
師
の
診
療
と
生

活
を
支
え
る
組
織
と
し
て
の

揺
る
ぎ
な
い
使
命
を
果
た
し

続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
組

織
強
化
を
通
じ
た
組
織
力
の

更
な
る
向
上
を
図
り
つ
つ
、

医
療
を
取
り
巻
く
課
題
解
決

に
資
す
る
、
確
か
な
影
響
力

を
備
え
た
力
強
い
組
織
へ
と

一
段
の
成
長
を
遂
げ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

現
場
の
声
を
医
療
政
策
の

決
定
過
程
へ
的
確
に
反
映
さ

せ
る
べ
く
、
日
本
医
師
会
は

引
き
続
き
、
組
織
強
化
に
向

け
て
全
力
を
尽
く
し
て
参
り

ま
す
。

４
．
新
た
な
地
域
医
療
構

想
等新

た
な
地
域
医
療
構
想
に

つ
い
て
は
、
医
療
と
介
護
の

連
携
や
「
包
括
期
機
能
」
な

ど
日
本
医
師
会
の
提
案
の
具

体
化
を
図
る
べ
く
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
、
あ
る
い
は
、
現
行

の
医
療
計
画
の
中
間
見
直
し

や
、
次
期
介
護
保
険
事
業
計

画
と
の
整
合
性
も
見
据
え
、

議
論
に
臨
ん
で
参
り
ま
す
。

同
時
に
、
自
民
党
、
公
明

を
行
う
。
」
と
さ
れ
、
注
釈

に
は
２
０
２
５
年
春
季
労
使

交
渉
の
平
均
賃
上
げ
率
５
・

26
％
等
の
数
字
が
明
記
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
数
字
は
次
期
診
療
報

酬
改
定
に
お
い
て
念
頭
に
置

か
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い

ま
す
。

著
し
く
逼ひ

っ
ぱ
く迫

し
た
医
療
機

関
の
経
営
状
況
を
改
善
す
る

た
め
、
診
療
報
酬
だ
け
で
な

く
、
補
助
金
で
の
対
応
も
不

可
欠
で
す
。

今
回
の
「
骨
太
の
方
針
」

を
確
実
に
実
施
で
き
る
よ

う
、
夏
の
参
議
院
議
員
選
挙
、

そ
の
後
に
行
わ
れ
る
見
込
み

の
秋
の
令
和
７
年
度
補
正
予

算
編
成
、
更
に
は
年
末
に
向

け
た
予
算
編
成
過
程
の
議
論

に
お
け
る
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
の
財
源
確
保
が
極

め
て
重
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
診
療
報
酬
改
定
に

向
け
て
は
、
日
本
医
師
会
と

し
て
「
令
和
７
年
度
診
療
所

の
緊
急
経
営
調
査
」
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。

本
調
査
の
結
果
は
診
療
報

酬
改
定
の
議
論
に
お
け
る
強

力
な
ツ
ー
ル
と
な
り
ま
す
の

で
、
回
答
へ
の
ご
協
力
を
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

一
方
で
、
財
務
省
財
政
制

度
等
審
議
会
等
は
引
き
続
き

歳
出
改
革
努
力
を
求
め
て
き

ま
す
。

医
療
経
営
の
危
機
を
打
破

す
る
と
と
も
に
、
高
齢
化
、

医
療
の
高
度
化
に
加
え
、
賃

金
上
昇
・
物
価
高
騰
に
対
応

で
き
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
通
じ
て
、
引
き
続
き
政

府
与
党
に
求
め
て
参
り
ま
す
。

　第159回日本医師会定例代議員会が6月22日、日本医師会館大講堂で開
催された。
　冒頭、あいさつした松本吉郎会長は「医療機関の経営危機の改善に向けて」
「組織強化」「新たな地域医療構想等」「地域医療を担う人材確保」「医療DX」
「医薬品をめぐる最近の状況」「7月の参議院議員選挙」の7項目について、
日本医師会の考えを説明（あいさつの全文は1～ 2面）。
　引き続き、「令和6年度日本医師会事業報告の件」については茂松茂人副
会長がその内容を概説した。「第1号議案　令和6年度日本医師会決算の件」
「第2号議案　令和8年度日本医師会会費賦課徴収の件」については⻆田徹
副会長が提案理由を詳説し、挙手多数により承認された。
　また、19の代表質問があり、執行部から回答を行った（回答の要旨は2
～ 5面）。

第
１
５
９
回
日
本
医
師
会
定
例
代
議
員
会

医
療
機
関
の
経
営
危
機
を
打
破
す
る
た
め

 

国
に
対
し
て
賃
金
上
昇
・
物
価
高
騰
等
へ
の
対
応
を

                     

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
求
め
て
い
く
決
意
を
示
す

松本会長

（
２
面
に
続
く
）
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党
、
日
本
維
新
の
会
の
３
党

合
意
も
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

医
療
提
供
体
制
が
、
人
口
変

動
、
医
療
の
需
給
や
受
診
行

動
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

特
に
、
先
の
病
床
数
適
正

化
支
援
事
業
の
第
一
次
内
示

で
対
象
外
と
な
っ
た
病
床
に

つ
い
て
は
早
急
に
支
援
が
必

要
で
す
。

加
え
て
、
地
域
医
療
構
想

と
の
整
合
性
、
地
域
の
実
情

や
将
来
の
医
療
需
給
な
ど
を

考
慮
し
つ
つ
、
病
床
の
削
減

を
決
断
し
た
医
療
機
関
を
し

っ
か
り
と
支
え
る
財
政
支
援

策
を
国
に
対
し
て
求
め
て
参

り
ま
す
。

更
に
、
物
理
的
に
医
療
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
地
域

の
た
め
に
、
６
月
18
日
に
は

「
公
益
的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
に
関
す
る
協
議
会
」
を
、

日
本
医
師
会
を
始
め
、
日
本

歯
科
医
師
会
、
日
本
薬
剤
師

会
、
日
本
看
護
協
会
、
日
本

郵
政
、
日
本
郵
便
、
全
国
郵

便
局
長
会
、
自
治
医
科
大
学
、

内
閣
官
房
、
総
務
省
郵
政
行

政
部
、
厚
生
労
働
省
医
政
局

と
共
に
開
催
い
た
し
ま
し

た
。今

後
も
い
か
な
る
方
策
が

更
に
有
効
か
、
検
討
を
進
め

て
参
り
ま
す
。

川島崇代議員（群馬県）からの、抗生剤や鎮咳剤、去痰
剤等の薬剤やワクチンが不足する状況に対する日本医師会
の方針を問う質問には、宮川政昭常任理事が回答した。

同常任理事は、日本医師会が国に対して速やかな状況改
善を求めた結果、企業製造施設の無通告立入検査の実施や

製薬企業への補助金支出等、実効性の高い取り組みが進められるようにな
ったと説明。

その一方で、医療現場では依然として医薬品不足が継続していることか
ら、供給偏在の解消や更なる安定供給能力の強化並びに持続可能かつ医療
状況に即した産業構造の確立に向け、製薬企業の生産・出荷量、卸売業者
の在庫量、医療機関での投薬量、薬局での調剤量等のリアルタイムな流通
の可視化の実現を求めるとともに、安定供給確保マネジメントシステムの
構築の重要性を指摘しているとした。

その上で、同常任理事は引き続き、国と業界団体に医療現場の声を届け、
偏在解消及び適切な増産等の対応を促すとともに、持続可能な医薬品産業
構造の構築の早期実現を求めていく考えを示した。

抗生剤や鎮咳剤、去痰剤等の薬剤やワクチンが不足
する状況について1

今野信太郎代議員（三重県）は、（1）2036年4月以降
の医師の働き方改革における地域医療への影響に対する見
解、（2）医師も含めた多職種にも目を向けた未来の医療
提供体制への展望─について質問し、城守国斗常任理事
が回答した。
（1）では、「医師の働き方改革と地域医療への影響に関

するアンケート調査」を2023年度から継続的に実施し、地域医療への影
響についての把握に努めていることを説明。これらの調査結果や地域医療
の状況等から、地域医療への多大な影響が危惧される場合は、エビデンス
等に基づき、国の検討会等でその解決に向けて働き掛けていくとした。
（2）では、現場でそれぞれの役割を担う人材の確保が最も大切であり、

特に①人材の養成②配置③処遇改善─に取り組む必要があると指摘。
①及び②においては、広域マッチングや財政支援策等の偏在対策を具現

化する他、医師以外の多職種についても将来需給の推計と対策を求めてい
くとするとともに、地域に根差した各種医療人材養成所の設立・運営の検
討の必要性にも触れ、新たな地域医療構想のガイドライン策定の際に主張
していくとした。

また、③では、医療従事者が安心して健康に働き続け、魅力的な職場に
するためには処遇改善が極めて重要だとして、引き続きその財源確保を求
めていく考えを示した。

「医師の働き方改革」 による多職種確保も含めた
2036年4月以降の展望について2

る
」
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
電
子
処
方
箋せ

ん

や
電
子
カ

ル
テ
の
義
務
化
に
は
断
固
と

し
て
反
対
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
電
子
化

を
希
望
す
る
医
師
に
と
っ
て

は
、
で
き
る
だ
け
導
入
や
維

持
が
し
や
す
い
環
境
整
備
を

国
に
働
き
掛
け
て
お
り
ま

す
。今

回
、
「
骨
太
の
方
針
２

０
２
５
」
に
お
い
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
医
療
Ｄ
Ｘ
の
施
策

に
つ
い
て
「
政
府
を
挙
げ
て

強
力
に
推
進
す
る
」
と
う
た

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
併
せ
て
、

体
制
整
備
の
た
め
の
「
必
要

な
支
援
を
行
う
」
こ
と
や
、

「
必
要
に
応
じ
て
医
療
Ｄ
Ｘ

工
程
表
の
見
直
し
を
検
討
す

る
」
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
医
師

会
の
主
張
を
一
定
程
度
取
り

入
れ
て
頂
け
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

引
き
続
き
、
医
療
機
関
が

医
療
Ｄ
Ｘ
を
導
入
・
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
十
分
な
財

政
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と

や
、
工
程
表
あ
り
き
で
拙
速

に
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ

と
な
ど
、
医
療
Ｄ
Ｘ
の
適
切

な
推
進
に
向
け
て
、
現
場
の

声
を
し
っ
か
り
と
主
張
し
て

参
り
ま
す
。

７
．
医
薬
品
を
め
ぐ
る 

最
近
の
状
況

「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
薬
機
法
）
」
は
、
医
薬
品
等

の
安
全
性
確
保
と
信
頼
回
復

を
目
的
と
し
て
、
近
年
相
次

い
だ
不
祥
事
や
社
会
的
課
題

に
対
応
す
る
た
め
に
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と

し
て
医
療
現
場
で
は
医
薬
品

供
給
不
安
が
続
い
て
お
り
、

更
な
る
実
効
性
の
向
上
や
迅

速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
た

め
、
補
助
金
等
の
十
分
な
予

算
措
置
も
含
め
、
現
場
の
声

を
踏
ま
え
た
意
見
・
要
望
を

し
っ
か
り
と
今
後
も
国
に
伝

え
て
い
く
所
存
で
す
。

今
春
、
国
に
お
い
て
Ｏ
Ｔ

Ｃ
類
似
薬
等
に
関
す
る
議
論

が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
件
で
マ
ス
コ
ミ
の
報
道

に
怒
り
や
不
安
を
感
じ
て
お

ら
れ
た
先
生
方
も
多
い
か
と

存
じ
ま
す
。
医
療
費
適
正
化

の
み
を
目
的
と
す
る
過
度
な

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

や
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
を
進

め
る
こ
と
に
は
反
対
で
す
。

国
が
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
旗
の
下
に
、
最
も
重

要
で
あ
る
患
者
、
利
用
者
の

安
全
性
や
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の

原
理
・
原
則
を
軽
視
し
、
経

済
性
に
過
度
に
偏
っ
た
施
策

を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
や
セ

ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

拙
速
に
進
め
る
こ
と
は
、
自

己
判
断
に
よ
る
誤
用
で
重
篤

な
疾
患
の
発
見
が
遅
れ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
高
齢
者
な
ど
で
は
、

医
師
と
の
対
話
の
機
会
が
減

少
し
、
病
歴
や
服
薬
歴
の
記

録
が
途
切
れ
、
診
療
の
精
度

が
落
ち
、
健
康
リ
ス
ク
が
高

ま
り
ま
す
。

ま
た
、
適
正
使
用
さ
れ
ず
、

５
．
地
域
医
療
を
担
う 

人
材
確
保

新
た
な
地
域
医
療
構
想
な

ど
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
提
供

体
制
を
考
え
る
上
で
、
今
後
、

医
療
人
材
の
確
保
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。

医
師
偏
在
対
策
で
は
、
厚

労
省
よ
り
医
師
偏
在
是
正
に

向
け
た
広
域
マ
ッ
チ
ン
グ
事

業
を
受
託
し
、
会
内
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
を
設
け
、

現
在
、
体
制
を
整
え
つ
つ
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
医
師
の
養
成
や
派

遣
な
ど
に
つ
い
て
大
学
関
係

団
体
等
と
の
連
携
強
化
に
も

取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

な
お
、
今
月
初
め
、
特
定

の
医
療
機
関
へ
の
取
材
に
基

づ
く
、
国
民
に
誤
っ
た
印
象

を
与
え
か
ね
な
い
報
道
が
一

部
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
医

師
会
と
し
て
強
い
問
題
意
識

を
も
っ
て
お
り
、
即
座
に
当

該
の
メ
デ
ィ
ア
に
問
題
点
を

指
摘
し
、
正
し
い
医
療
の
情

報
の
報
道
に
十
分
配
慮
す
る

こ
と
を
強
く
要
請
い
た
し
ま

し
た
。

ま
た
、
看
護
職
員
の
確
保

に
つ
い
て
は
、
５
月
16
日
に

全
国
規
模
で
の
「
令
和
７
年

度
医
師
会
立
看
護
師
等
養
成

所
会
議
」
を
初
め
て
開
催
し
、

多
く
の
医
師
会
役
員
、
養
成

所
の
教
員
の
参
画
を
頂
き
ま

し
た
。

今
後
も
、
教
育
現
場
の
声

を
お
聴
き
し
な
が
ら
、
地
元

に
根
付
い
て
看
護
を
担
う
人

材
の
養
成
支
援
に
努
め
て
参

り
ま
す
。

６
．
医
療
Ｄ
Ｘ

医
療
Ｄ
Ｘ
に
つ
き
ま
し
て

は
、
地
域
医
療
を
守
る
た
め

「
全
て
の
医
師
が
、
現
状
の

ま
ま
で
も
医
療
が
継
続
で
き

乱
用
の
増
加
も
懸
念
さ
れ
ま

す
。
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
は
、
セ
ル
フ
ケ
ア
の
一

つ
の
手
段
で
あ
り
、
ヘ
ル
ス

リ
テ
ラ
シ
ー
と
共
に
あ
る
べ

き
で
す
。

国
に
お
い
て
は
、
国
民
の

安
心
・
安
全
を
第
一
に
考
え

て
進
め
て
い
っ
て
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
を
保
険
適

用
か
ら
除
外
す
る
と
、
例
え

ば
院
内
で
の
処
置
等
に
用
い

る
薬
剤
や
、
更
に
は
薬
剤
の

処
方
、
ま
た
在
宅
医
療
に
お

け
る
必
要
な
薬
剤
使
用
に
影

響
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
絶
対
に
避
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

更
に
、
医
療
機
関
に
ア
ク

セ
ス
で
き
て
も
、
地
方
や
へ

き
地
等
で
、
市
販
薬
に
簡
単

に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
地
域

も
あ
り
、
十
分
な
留
意
が
必

要
で
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
関
す
る
日
本
医
師
会
の

考
え
方
に
つ
い
て
は
、
代
表

質
問
で
も
頂
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
詳
細
は
そ
の
際
に
ご

説
明
い
た
し
ま
す
。

今
後
も
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品

や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
関
す
る
こ
う
し
た
動
き

は
必
ず
出
て
き
ま
す
。

日
本
医
師
会
と
し
て
、
わ

が
国
の
世
界
に
冠
た
る
国
民

皆
保
険
制
度
を
ゆ
が
め
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り

と
注
視
し
て
参
り
ま
す
。

８
．
７
月
の
参
議
院
議
員

選
挙来

月
に
迫
っ
た
参
議
院
議

員
選
挙
に
向
け
、
候
補
者
の

各
都
道
府
県
へ
の
訪
問
も
２

巡
目
、
３
巡
目
に
入
り
、
郡

市
区
等
医
師
会
へ
の
訪
問
も

精
力
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

私
ど
も
執
行
部
も
各
都
道
府

県
並
び
に
郡
市
区
等
医
師
会

の
代
議
員
会
や
医
師
連
盟
の

決
起
大
会
に
訪
問
さ
せ
て
頂

き
、
支
援
の
拡
大
を
図
っ
て

お
り
ま
す
。

一
方
、
今
、
わ
が
国
の
医

療
・
介
護
・
福
祉
は
未み

ぞ

う

曾
有

の
危
機
に
直
面
し
て
い
ま

す
。
人
口
減
少
、
高
齢
化
の

進
行
に
加
え
、
急
激
な
賃
金

上
昇
、
物
価
高
騰
へ
の
対
応

に
各
施
設
は
困
難
を
極
め
て

い
ま
す
。
既
に
病
院
や
介
護

施
設
の
廃
院
に
よ
っ
て
、
必

要
な
医
療
・
介
護
の
提
供
が

困
難
な
地
域
も
出
現
し
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み

れ
ば
、
今
回
の
参
議
院
議
員

選
挙
は
今
ま
で
の
選
挙
と
異

な
り
、
わ
が
国
の
医
療
・
介

護
・
福
祉
の
未
来
を
問
う
大

変
大
事
な
選
挙
と
認
識
し
て

お
り
ま
す
。

わ
が
国
の
未
来
の
た
め

に
、
更
な
る
ご
協
力
、
ご
支

援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

９
．
お
わ
り
に

結
び
に
当
た
り
、
今
後
と

も
国
民
の
生
命
と
健
康
を
守

る
べ
く
、
本
会
執
行
部
に
対

し
ま
し
て
皆
様
か
ら
の
絶
大

な
る
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ

う
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま

し
て
、
私
か
ら
の
あ
い
さ
つ

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

代表質問回答要旨（2～ 5面）

（
１
面
よ
り
）
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佐藤光治代議員（長崎県）からの、医療DX推進に係る
コスト増や電子カルテ等の導入に対する日本医師会の見解
を問う質問には、長島公之常任理事が回答した。

同常任理事は、まず、医療DXの推進に当たり、「全て
の医師が、現状のままで医療が継続できる」ことが大前提

であることを強調。その上で、４月下旬から５月にかけて日本医師会が実
施したアンケートによると、紙カルテを利用中の診療所の過半数が、「IT
に不慣れである」「導入費用が高額過ぎる」等の理由により、電子カルテ
等の導入は不可能と回答していることを報告するとともに、電子カルテや
電子処方箋

せ ん

の義務化は地域医療の崩壊を招くとの認識を示し、断固として
反対していく姿勢を改めて示した。

一方、３割強の診療所が、国が開発中の標準型電子カルテ導入を希望し
ていることにも言及。今後も、工程表ありきの導入スケジュールではなく、
現場の費用負担軽減を図りながら、医療の安全・安心を最優先として医療
DXを推進するよう、国に働き掛けていくとした。

医療人材の確保に関する有料職業紹介事業の問題につい
て日本医師会の対応を問う、大坪由里子（東京都）、長島
徹（栃木県）両代議員の質問には、松岡かおり常任理事が
一括答弁を行った。

同常任理事はまず、少子高齢化が進む中で人材確保に対
応するに当たり、やむなく民間の有料職業紹介事業者に頼らざるを得ない
医療機関の現状について言及。高額な手数料が、公定価格である診療報酬
を原資とする医療機関の財務基盤の脆

ぜいじゃく

弱化を招き、医療界に深刻な影響を
与えているとして、大変憂慮すべき事態であるとした上で、この対策とし
て（1）公的機関の活性化、（2）高額な手数料を取る有償の事業者に対す
る規制の強化─の２点を推進したいと強調した。
（1）では、昨年５月より日本医師会女性医師バンクとの業務提携も行

っているハローワークの有効活用を国に求める他、都道府県医師会のドク
ターバンクの周知及びサービスの充実に向け、日本医師会としても共に検
討し解決に努めていくとした。

また、厚生労働省から「医師偏在是正に向けた広域マッチング事業」を
受託し、既存の女性医師バンクを包括する形でドクターバンク事業を拡大
する予定であることを報告した。
（2）では、日本医師会がこれまで国等へ規制強化を強くかつ継続して

要求してきた結果、「事業者からの情報提供の義務付け」「２年間の転職勧
奨やお祝い金等の金銭提供の禁止」「特別相談窓口の設置や事業者への指
導監督」が打ち出される等の規制強化が進み、「骨太の方針2025」でも本
件への対策が盛り込まれるなど、更なる規制強化が期待できると述べた。

また同時に、日本医師会も参画している「医療・介護・保育分野におけ
る適正な有料職業紹介事業者の認定制度」において、法令上の規定に上乗
せした基準を設けて認定を行っていることの他、紹介手数料の引き下げに
関する働き掛けとしては、本年４月より各事業者に対し、人材サービス総
合サイトにおいて「取扱職種ごとの常用就職１件当たりの平均手数料率」
を公開することが義務付けられたことを紹介。「日本医師会としても、こ
うした規制強化の動きが実効性をもって着実に実行されるよう、逐次国に
要求していく」とした。

鳴戸謙嗣代議員（広島県）からの、「日本医師会への入
会を保険医資格の要件とすべきではないか」との質問には
今村英仁常任理事が、（1）会内委員会等で議論され、「得
るものと失うものを考えると得策とは言い難い」と結論付
けられている、（2）地方厚生局が担っている役割の全て

を日本医師会が行うのは困難である─ことを挙げ、この結論を尊重する
考えを説明。その上で、「松本執行部発足以降、継続的に取り組んでいる
組織強化の成果が少しずつ出始めている」とし、理解と協力を求めた。

続いて、「地域間格差の広がる中で、全国一律の医療制度が成立するのか」
との疑念に対しては、松本会長が診療報酬単価の問題は極めて慎重な議論
が必要であると指摘。また、財務省は特に都市部において１点単価を引き
下げることを主張しているものの、引き上げることは毛頭考えておらず、
地域別に１点単価を変えることは医療費の総枠管理に直結し、将来の医療
費の抑制に利用されることから容認できないとした。

その上で、この問題の解決のためには全国一律の診療報酬体系とし、地
域の実情に応じて補助金等を組み合わせ、面として地域を支え、対応して
いくべきだとの考えを示した。

上塘正人代議員（鹿児島県）からの、小児医療・周産期
医療体制への具体的な支援方策とその実現に向けた対応に
ついて日本医師会の見解を求める質問には、濵口欣也常任
理事が回答した。

同常任理事はまず、日本医師会はこれまでも本件を重要
テーマとして取り上げ、政府・与党に医療機関の窮状を訴え、別次元の対
応を求めるとともに、令和８年度の診療報酬改定を待たずに補助金等を通
じた強力な支援方策を講じるよう、繰り返し国に要望していることを説明。

また、昨年度補正予算において「人口減少や医療機関の経営状況の急変
に対応する緊急的な支援パッケージ」の一環として産科・小児科医療確保
事業が盛り込まれたことに触れ、「総額55億円では全く足りない」として、
引き続き必要な財政支援の確保に努めていくとともに、厚生労働省に対し
ては、補助申請の簡潔かつ迅速な手続きの実現及び補助金の早期交付を強
く求めていく考えを示した。

有料職業紹介事業が医療機関に与える影響、その対
応について医療DX現状と課題（電子カルテ導入を含む）

医療・介護・福祉に係る人材不足について
～ハローワークの活性化を求める～

人口減少社会に入った今、日本医師会が為
な

すべきこと
は何か？

小児医療・周産期医療体制への強力な支援について

36

4

7

5
野中雅代議員（北海道）からの、物価高騰・賃金上昇に

見合った診療報酬改定の実施を求める要望には、江澤和彦
常任理事がまず、日本医師会が令和８年度診療報酬改定に
向けた４本の柱（本紙第1530号１面参照）を政府・与党
に全力で働き掛けるとともに、医療界が一致団結して主張

した結果、「骨太の方針2025」では、当初の厳しい原案から大きく前進し、
年末の予算編成における診療報酬改定に期待できる書きぶりになったと説
明した。

また、今後については令和６年度補正予算の早期執行や、診療報酬引き
上げのための安定的財源の確保ばかりではなく、新たに令和７年度補正予
算での対応や期中改定も必要な状況にあると指摘。年末に向けて令和８年
度診療報酬改定の議論が本格化する中においては、物価高騰・賃金上昇も
踏まえたプラス改定を強力に求めていく考えを示した。

その上で、同常任理事は「骨太の方針2025」を踏まえ、参議院議員選挙、
令和７年度補正予算、予算編成過程における令和８年度診療報酬改定の財
源確保のプロセスが極めて重要だとし、全身全霊で取り組む決意を示した。

物価高騰・賃金上昇に見合った診療報酬改定の実施を8
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前川たかし代議員（大阪府）からの、増加する医療的ケ
ア児の支援についての質問には、坂本泰三常任理事が回答
した。

同常任理事は、急変時の受け入れ体制は患者と在宅医療
を担う医療機関の双方にとって大事であり、都道府県医師
会と行政が連携して各地域で整備することを要請。成人を

迎えた医療的ケア者の緊急時の受け入れ体制の整備も急務となっており、
会内の小児在宅ケア検討委員会の中間答申も踏まえて検討するとした。

レスパイトについては、福祉型短期入所での受け入れ拡充が考えられる
と指摘。医師がいない施設における短期入所の安全確保には医療との連携
が不可欠とした他、医療が必要な時に外部から入って対応する場合の手当
ては、障害福祉等サービス報酬あるいは、こども家庭庁の予算等で検討す
べきだとした。

更に、看護職員の確保が非常に重要であり、学校での人材確保は、日本
医師会役員も参画した令和６年度文部科学省調査研究事業で取りまとめら
れた事例集を参照するよう呼び掛けた。

その上で、同常任理事は、今後も小児在宅ケア検討委員会を通して関係
省庁に現場の声を届けるとともに、省庁間の連携をつなぐ役割を果たして
いくとして、理解を求めた。

藤田泰宏代議員（高知県）が、セルフメディケーション
の推進が社会を蝕んでいるとして、セルフメディケーショ
ンに対する日本医師会の見解を問うたことに対しては、宮
川常任理事が回答した。

同常任理事はまず、やみくもにセルフメディケーション
を推進することや社会保険料の削減を目的としてOTC類似薬の保険適用
除外やスイッチOTC化を進めることには、（1）医療機関の受診控えによ
る健康被害の増加、（2）国民の経済的負担の増加、（3）薬の適正使用が
難しくなる─などの問題があると指摘。「これらに加えて市販薬の乱用
の懸念もあり、この点に関して国は、日本医師会からの強い要望を受けて、
本年５月に成立した改正薬機法において乱用の恐れのある医薬品の販売方
法を見直した」とし、今後は学校保健担当役員と連携し、学校保健でのメ
ンタルヘルスや薬物乱用教育などの充実にも努めていく考えを示した。

その上で、同常任理事は、社会を蝕むようなセルフメディケーションの
あり方には日本医師会としても反対であり、引き続き、国・製薬関係団体
の取り組みを注視しながら、医会や学会とも緊密に連携を取り、適切に対
応していくとした。

准看護師学校養成所の現状や医療関係職の育成に関して
は、市川菊乃（東京都）、齊藤道也（福島県）、堀地肇（富
山県）各代議員が質問し、黒瀨巌常任理事が一括答弁を行
った。
（1）准看護師の未来と運営維持に苦しむ養成所に対す

る考えについては、「現在のような逼
ひ っ ぱ く

迫している状況においても、『准看護
師は医療介護分野に人材を呼び入れるための重要かつ欠かせないエントリ
ー資格』という考えに疑問を挟む余地は無い」と強調。本年５月に日本医
師会で初めて開催した医師会立看護師等養成所会議において厚労省の担当
者より、「看護師になるルートの一つとして准看護師の仕組みは必要であ
り、教育の充実を図りつつ、入学資格の就業経験年数の短縮などの取り組
みを行っている」との発言があったことを紹介した。
（2）看護学校の運営維持に向けた具体策に関しては、厳しい財政状況

を鑑みると、医師会が巨額な赤字を補
ほ て ん

塡して看護学校を継続することは極
めて困難とする一方で、「医療は社会インフラであり、看護職の確保は自
治体を中心に関係者が協働して解決する責任がある」として、福井県医師
会が県に働き掛け、「看護師養成所学生確保重点支援事業」が予算化され
た事例を紹介。好事例として参考にするよう呼び掛けた。
（3）病院の看護基準に准看護師をカウントすることについては、「病院

団体からは看護師の配置基準について提供されている医療の質やプロセス
の評価に重点を移す要望もあるが、たとえ報酬体系そのものを見直す場合
でも、准看護師を始めとした医療関係職種が適切に評価される仕組みとな
るよう取り組む」とした。
（4）授業料の無償化に関しては、国によるさまざまな学費支援制度が

ある中で、准看護師課程や社会人がその対象から外れてしまうケースが多
いとした上で、「人口減少時代でも社会機能を維持するためには、専門資
格を要するエッセンシャルワーカー養成に対する学費無償化などの確保策
も検討しなければならない」と述べた。
（5）医療従事者の育成については、医師が本来の専門的業務に専念で

きるよう、日本医師会として医療秘書の養成に取り組んでいるが、看護学
校と同様に志望者が減少していることを説明。働き方改革に伴うタスクシ
フトや医療DXへの対処が求められる中、医療秘書は必須な存在であるこ
とを強調し、養成の継続に向けた協力を要請した。
（6）地方で養成した看護職が大都市に流れることへの見解については、

その要因として、①看護職になりたいと思った際に地元に看護学校が無い
②処遇向上やキャリアアップの機会を求めて都市部で働くことを希望する
可能性がある─の２点が考えられると指摘。その上で、地域に看護学校
が存在すること、かつ職務内容に見合った賃上げと処遇改善が欠かせない
として、賃金・物価の上昇に対応可能な原資を十分確保できるよう政府に
要望するとともに、診療報酬改定に向けても努力していく考えを示した。
（7）サテライト構想など看護師育成におけるDX等の取り組みや進捗状

況に関しては、５月に開催した養成所会議において厚労省へサテライト化
に係る手引きやガイドラインを示すよう依頼したところ、「一定の要件を
満たせば、効率的な学校運営という観点からもぜひ実施して欲しい」との
意向を確認したことを報告。また、厚労省による「看護現場のDX促進事業」
において、モデル校が実施した事例集に係る事務連絡を５月27日に発出
したことを挙げ、進捗があった際には適時提供していく姿勢を示した。

鈴木克治代議員（青森県）は、（1）「障害者として認定
される前段階の状態の精神疾患罹

り か ん

患者に対する急性期医
療」に関する医療計画は厚労省医政局が担うようにする、

（2）総合病院の精神病床について、入院基本料の格差是
正を国に求める─ことを要望。

これに対して、江澤常任理事は（1）について、障害者として認定され
る前段階の状態の精神疾患罹患者への医療提供も含め、医療計画の指針等
については担当部局の医政局と協議していく考えを表明。「医療計画の上
位概念である『新たな地域医療構想』は医政局の所管であり、精神科医療
も対象となるため、精神科の医療構想にもしっかりと対応していく」とし
た。

また、（2）に関しては、「精神病床は急性期でさえ入院基本料が低く抑
えられているとの指摘に対しては、さまざまな実態調査結果を踏まえ、次
回改定に向けて協議していく」と述べるとともに、「総合病院からの精神
科離れを食い止めるためにも、精神病床の設置が不利益とならぬよう、次
回改定に向けてしっかりと議論していく」として、理解を求めた。

増加する医療的ケア児の支援について准看護師学校養成所の未来について

社会を蝕
むしば

むセルフメディケーション

医療における人の育成をどのようにとらえるのか

医師会立准看護師養成所の存亡について

総合病院で必要な精神科医療を充実させるための施
策提言
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江原孝郎代議員（茨城県）からのCDR（チャイルド・
デス・レビュー）に対する日本医師会の考えと取り組みに
ついての質問には、渡辺弘司常任理事が回答した。

同常任理事は、CDRは予防可能な子どもの死亡を減ら
すことを目的として、令和２年度からモデル事業が始めら

れたものの、昨年度は10自治体の実施に過ぎず、更に、小児保健、死因
究明等、多くの領域にまたがる施策であるため、CDRの実現には医療現
場の負担が過度にならない仕組みとすること等の課題があると指摘。

その上で、本年５月に設置されたこども家庭庁の検討会への参画や日本
医師会のこれまでの取り組みを説明し、「CDRは子どもの命を守るための
社会全体の取り組みであり、今後はその制度化に向けて国の検討会におい
て医療界を代表する立場から現実性のある議論を喚起していく」と述べる
とともに、医療分野はもとより、警察、行政、保育所など社会全体の理解
と協力を求めていく意向を示した。

木下智弘代議員（和歌山県）からのOne Healthの考え
に基づく新興感染症対策に関する連携・情報共有について
の質問には、笹本洋一常任理事が、日本医師会と日本獣医
師会は協定を締結して協力関係を築いていることを強調。
関係省庁とも更なる連携を進めていくとした。

災害時における感染媒体となり得る動物への取り組みに関しては、日本
獣医師会が2018年にガイドラインを公表し、自治体と連携した避難所で
の動物管理や被災動物の飼育管理などについて取りまとめていることを紹
介。

日本医師会も2022年に日本環境感染学会との間で、学会の災害時感染
制御支援チームと日本医師会災害医療チーム（JMAT）の相互支援や、
避難所等での感染制御のための助言等を内容とする協定を締結したことを
説明し、今後も災害時における感染症対策に取り組んでいく姿勢を示した。

がん教育など学校教育における獣医師の参画についての提案には、「こ
れまでも学校飼育動物などへの獣医師の関与はあったが、今後はがん教育
にこだわることなく、学校での獣医師の活躍を期待したい」と述べた。

重永博代議員（滋賀県）からのモンスターペイシェント
対策に関する質問には、藤原慶正常任理事が回答した。

同常任理事は、まず、「日医ペイシェントハラスメント・
ネット上の悪質な書込み相談窓口」の利用状況に関して、
５月末時点で133件の相談が寄せられ、そのうちネット上

への誹
ひ ぼ う

謗中傷等の書き込みが86％であること等を説明。また、今後の「モ
ンスターペイシェント対策」に関しては、会内の「医療従事者の安全を確
保するための対策検討委員会」が令和４年に取りまとめた対策案で触れら
れているとおり、地域の医師会、行政、警察等が日頃から緊密な関係を構
築しておくことが極めて重要になるとした。

更に、患者等による迷惑行為への対策、予防については、厚労省ホーム
ページの各種情報や動画等が掲載されていることを紹介するとともに、日
本医師会としても多くの関係者が利用しやすいよう情報や内容の充実、普
及に努めるとした。また、今後は往診・訪問診療における防犯対策の１つ
として、緊急時に警備会社に通報するサービスを会員に紹介する計画があ
ることも明らかにした。

小牧斎代議員（宮崎県）からの高齢化社会における「か
かりつけ医機能」と救急医療についての質問には、細川秀
一常任理事が回答した。

同常任理事は、地域の「かかりつけ医機能」がいまだに
個々の医師の善意に支えられているとの指摘に対しては、

「今後は地域を面として支えていく方向性が示されており、より多くの医
療機関がかかりつけ医機能報告制度に手を挙げることが重要になる」と述
べた。

また、医療機関と介護施設等の連携体制強化のため、令和６年度の診療
報酬・介護報酬の同時改定において新たな施設基準や加算が導入されるな
ど、高齢者施設からの救急搬送の減少が期待される方策が講じられたこと
を説明。こうした流れの中で、かかりつけ医機能の推進と、高齢者の救急
医療体制の確保を図ることが必要になるとした。

更に、新たな地域医療構想では、高齢者救急や医療と介護の連携に重点
が置かれていると指摘。「各地での協議によって、それぞれの地域の実情
に応じた高齢者の救急医療体制が構築できるよう、制度設計と財源の確保
に努めていく」として、理解を求めた。

CDRに関する日本医師会の考えについて

One Healthに向けての日本医師会の取り組みにつ
いて～日本獣医師会との連携強化～

モンスターペイシェント対策について

高齢化社会における「かかりつけ医機能」と救急医
療について 16

18

17

19

滝山義之代議員（北海道）は、医療機関間の迅速な情報
共有を可能にする地域医療情報ネットワーク（以下、地連
NW）について、災害時のインフラとしての活用を踏まえ、
更なる整備等に向けた日本医師会の考えを質

た だ

した。
佐原博之常任理事は、地連NWの統合や規格の統一につ

いては、日本医師会として従前から「必要になってくる」と主張してきた
ことを説明。本年３月に行われた医療情報システム協議会での講演で示さ
れた、秋田県と山形県の地連NW「秋田・山形つばさネット」などの好事
例を周知しながら広域化を進めていきたいとの考えを示した。

また、滝山代議員からの提案を基に、既に日本医師会から内閣官房に対
して、財源の手当ても含めた地連NWの維持・強化を国土強

きょうじん

靭化基本計
画並びに年次計画等に組み入れるよう強く働き掛けていること、更に、地
域医療介護総合確保基金が地連NWの更新時においても、広域化や災害対
応を行った場合にも適用できるよう厚労省へ要請したことなどを報告。引
き続き、地連NWの有用性を示しつつ、国に訴え掛けていく姿勢を示した。

災害時の地域医療情報ネットワークの有効性15

スマホ保険証対応に関する掲示用素材を
日本医師会ホームページに掲載中

　現在、マイナンバーカードの代わりに、マイナンバ
ーカードの機能を搭載したスマートフォンでオンライ
ン資格確認を行う（以下、「スマホ保険証」と略します）
ための実証事業が行われています。
　スマホ保険証対応の仕組みの稼働開始は9月目途
とされていますが、6月24日からユーザーが多い
iPhoneにマイナンバーカードの機能を搭載できるよ
うになったことを受け、マイナ保険証を持たずにスマ
ートフォンのみを持参する患者さんが見受けられるよ
うになったとの声が寄せられています。
　このことから、日本医師会では厚生労働省に対し、
「現時点では実証事業参加医療機関以外では利用で
きないこと」「正式稼働後も体制が整った医療機関
だけでしか利用できないこと」に関する周知を強く
要請するとともに、スマホ保険証に対応していない旨をお知らせ
するための掲示用素材を作成し、そのデータを日本医師会ホーム
ページに掲載しました。
　医療機関におけるスマホ保険証への対応は義務ではないため、
ホームページには、9月の稼働開始後も、自院がスマホ保険証に
対応していない旨を知らせるポスターのデータも掲載しています
ので、併せてご活用願います。
問い合わせ先：日本医師会情報システム課　 josys@po.med.or.jp

日本医師会	
ホームページ

「実証事業中8月末まで版」
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中医協総会（6月25日） 
次期診療報酬改定に向け、
  医療提供体制等の現状と課題を
                                             踏まえて議論

中
医
協
総
会
が
６
月
25

日
、
都
内
で
開
催
さ
れ
、
令

和
８
年
度
診
療
報
酬
改
定
に

向
け
て
、
当
日
示
さ
れ
た
医

療
提
供
体
制
等
の
現
状
と
課

題
を
踏
ま
え
た
議
論
が
行
わ

れ
た
。

４
月
に
入
り
、
次
回
改
定

に
向
け
た
議
論
が
開
始
さ
れ

た
際
に
、
厚
生
労
働
省
事
務

局
か
ら
「
次
期
診
療
報
酬
改

定
に
向
け
た
本
格
的
な
審
議

を
始
め
る
前
に
、
医
療
全
体

と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
こ

と
が
あ
る
」
と
し
て
、
医
療

を
取
り
巻
く
状
況
や
医
療
提

供
体
制
・
地
域
医
療
構
想
に

つ
い
て
議
論
す
べ
き
と
の
提

案
が
な
さ
れ
た
。

今
回
は
こ
の
提
案
を
受
け

て
、
４
月
23
日
に
審
議
さ
れ

た
医
療
機
関
を
取
り
巻
く
状

況
（
日
医
ニ
ュ
ー
ス
第
１
５

２
７
号
参
照
）
に
引
き
続
く

議
論
と
な
っ
た
。

当
日
は
、
厚
労
省
事
務
局

 

門
脇
会
長
を
再
選

日
本
医
学
会

日
本
医
学
会
臨
時
評
議
員

会
・
一
般
社
団
法
人
日
本
医

学
会
連
合
定
時
総
会
が
６
月

27
日
、
都
内
で
開
催
さ
れ
、

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
選
挙

の
結
果
、
会
長
に
は
門
脇
孝

現
会
長
（
写
真
）
を
再
選
し

た
。門

脇
会
長
は
、
昭
和
27
年

８
月
生
ま
れ
の
72
歳
、
青
森

県
八
戸
市
出
身
。
昭
和
53
年

東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業

後
、
東
大
大
学
院
医
学
系
研

究
科
糖
尿
病
・
代
謝
内
科
教

授
、
東
大
医
学
部
附
属
病
院

長
等
の
要
職
を
歴
任
し
、
令

和
２
年
に
虎
の
門
病
院
長
に

就
任
。
日
本
医
学
会
で
は
平

成
29
年
か
ら
副
会
長
を
務

め
、
門
田
守
人
前
会
長
が
令

和
５
年
９
月
に
急
逝
し
た
こ

と
を
受
け
て
、
同
年
11
月
よ

り
会
長
を
務
め
て
い
た
。

ま
た
、
副
会
長
に
は
基
礎

部
会
か
ら
高
橋
雅
英
藤
田
医

科
大
学
国
際
再
生
医
療
セ
ン

タ
ー
長
・
特
命
教
授
、
社
会

部
会
か
ら
磯
博
康
国
立
健
康

危
機
管
理
研
究
機
構
国
際
医

療
協
力
局
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル

ス
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
長
・

理
事
長
特
任
補
佐
、
臨
床
部

会
（
内
科
系
）
か
ら
南
学
正

臣
東
大
大
学
院
医
学
系
研
究

科
教
授
・
医
学
系
研
究
科

長
・
医
学
部
長
、
臨
床
部
会

（
外
科
系
）
か
ら
北
川
雄
光

慶
應
義
塾
常
任
理
事
・
医
学

部
外
科
学
教
授
／
国
立
が
ん

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
が
、
そ

れ
ぞ
れ
再
選
さ
れ
た
。
磯
氏

は
３
期
目
、
高
橋
・
南
学
・

北
川
の
各
氏
は
い
ず
れ
も
２

期
目
と
な
る
。

な
お
、
会
長
、
副
会
長
の

任
期
は
い
ず
れ
も
令
和
７
年

６
月
28
日
か
ら
令
和
９
年
６

月
の
日
本
医
学
会
臨
時
評
議

員
会
開
催
日
（
一
般
社
団
法

人
日
本
医
学
会
連
合
定
時
総

会
開
催
日
）
ま
で
と
な
る
。

地
域
医
療
構
想
を
進
め
る

た
め
の
最
優
先
事
項
は
診

療
報
酬
の
確
保�

�

─
江
澤
常
任
理
事

江
澤
和
彦
常
任
理
事
は
、

「
新
た
な
地
域
医
療
構
想
は
、

外
来
、
在
宅
、
介
護
と
の
連

携
、
人
材
確
保
な
ど
を
含
め

た
、
地
域
の
医
療
提
供
体
制

全
体
の
課
題
解
決
を
図
る
も

の
と
な
る
の
で
、
か
か
り
つ

け
医
を
始
め
と
し
た
そ
れ
ぞ

れ
の
連
携
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
上
回
る
仕
組
み
が
必
要
で

あ
る
」
と
し
た
他
、
「
治
す

医
療
」
を
担
う
医
療
機
関
と

「
治
し
、
支
え
る
医
療
」
を

担
う
医
療
機
関
の
役
割
分
担

と
連
携
が
ま
す
ま
す
重
要
に

な
る
と
指
摘
。

更
に
、
医
療
機
関
は
過
去

に
経
験
の
な
い
経
営
危
機
に

陥
っ
て
お
り
、
病
院
や
診
療

所
の
経
営
破は

た

ん綻
の
件
数
は
過

去
に
な
い
ペ
ー
ス
で
増
加
し

て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
「
そ

も
そ
も
、
医
療
機
関
が
無
く

な
れ
ば
医
療
提
供
体
制
は
崩

壊
す
る
た
め
、
病
院
や
診
療

所
が
健
全
な

経
営
が
で
き

る
診
療
報
酬

を
確
保
す
る

こ
と
が
、
地

域
医
療
構
想

を
推
進
す
る

た
め
の
一
丁

目
一
番
地
で
あ
り
、
最
優
先

事
項
で
あ
る
」と
主
張
し
た
。

全
国
で
安
心
・
安
全
に
分

娩
で
き
る
体
制
の
確
保
を�

�

─
茂
松
副
会
長

茂
松
茂
人
副
会
長
は
、
小

児
・
周
産
期
医
療
に
つ
い
て
、

全
国
津
々
浦
々
ど
こ
で
も
安

心
・
安
全
に
分
娩
で
き
る
体

制
が
必
要
だ
と
し
た
他
、
医

療
従
事
者
の
確
保
の
た
め

に
、
民
間
の
人
材
紹
介
派
遣

会
社
に
多
額
の
費
用
が
支
払

わ
れ
て
い
る
問
題
へ
の
対
応

に
つ
い
て
も

考
慮
す
べ
き

と
し
た
。

ま
た
、
支

払
側
と
の
議

論
の
最
後
に

改
め
て
発
言

し
た
長
島
常

任
理
事
は
、
「
医
療
を
提
供

す
る
た
め
に
は
地
域
に
医
療

機
関
が
絶
対
に
必
要
だ
が
、

今
現
在
、
地
域
か
ら
医
療
機

関
が
無
く
な
り
か
ね
な
い
程

に
極
め
て
危
機
的
な
経
営
状

況
に
あ
る
」
と
し
て
、
医
療

機
関
が
置
か
れ
て
い
る
厳
し

い
現
状
へ
の
理
解
を
強
く
求

め
た
。

中
医
協
で
は
今
回
の
議
論

を
踏
ま
え
、
夏
か
ら
は
次
回

改
定
に
向
け
、
外
来
・
入
院

等
の
１
回
目
の
審
議
が
行
わ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

よ
り
、
医
療
提
供
体
制
全
体

と
し
、
（
１
）
人
口
動
態
・

医
療
需
要
の
動
向
、
（
２
）

医
療
提
供
施
設
の
状
況
、

（
３
）
医
療
従
事
者
の
状
況
、

（
４
）
医
療
提
供
体
制
に
関

す
る
取
組
に
つ
い
て
説
明
が

行
わ
れ
、
（
５
）
現
状
と
課

題
で
は
、
診
療
報
酬
改
定
の

方
向
性
に
関
し
て
、
「
患
者

の
高
齢
化
へ
の
対
応
」
「
生

産
年
齢
人
口
の
減
少
」
「
急

性
期
機
能
の
維
持
・
確
保
」

「
特
に
医
療
資
源
が
少
な
い

地
方
部
の
課
題
」
の
各
観
点

か
ら
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
と
い
っ
た
課
題
が
提
示
さ

れ
た
。

厳
し
い
経
営
環
境
の
改
善

の
た
め
に
は
診
療
報
酬
と

補
助
金
で
の
対
応
が
必
要�

�
─
長
島
常
任
理
事

議
論
の
中
で
、
長
島
公
之

常
任
理
事
は
ま
ず
、
医
療
人

材
確
保
の
問
題
に
触
れ
、
新

た
な
地
域
医
療
構
想
な
ど
、

こ
れ
か
ら
の
医
療
提
供
体
制

を
考
え
る
上
で
、
医
療
人
材

の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
り
、

働
き
方
改
革
と
相
ま
っ
て
、

労
働
環
境
の
改
善
も
必
要
で

あ
る
他
、
処
遇
改
善
が
大
変

重
要
な
要
素
に
な
る
と
主

張
。
看
護
職

員
・
看
護
補

助

者

数

が

年
々
減
少
に

転
じ
、
地
域

差
も
大
き
い

上
、
看
護
職

養
成
校
の
定

員
充
足
率
も
深
刻
な
減
少
傾

向
に
あ
る
一
方
、
リ
ハ
ビ

リ
・
栄
養
・
口
腔
等
の
従
事

者
は
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と

に
も
触
れ
、
「
看
護
職
員
の

仕
事
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
従

事
者
が
タ
ス
ク
シ
ェ
ア
で
き

る
業
務
に
つ
い
て
は
分
担
す

る
な
ど
の
工
夫
が
必
要
に
な

る
」
と
し
た
。

更
に
、
診
療
所
数
は
微
増

か
ら
横
ば
い
傾
向
だ
が
、
人

口
の
少
な
い
医
療
圏
で
は
減

少
傾
向
に
あ
る
上
、
診
療
所

の
医
師
は
高
齢
化
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
各

地
域
で
尽
力
さ
れ
て
い
る
先

生
方
が
引
き
続
き
そ
の
地
域

で
頑
張
っ
て
頂
け
る
よ
う
に

す
る
こ
と
に
加
え
、
若
い
医

師
が
経
営
面
で
も
安
心
し
て

承
継
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
に
な
る
」
と
述
べ

た
。ま

た
、
地
域
で
入
院
機
能

と
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
併

せ
持
つ
有
床
診
療
所
の
存
在

の
重
要
性
を
強
調
。
そ
の
減

少
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
に
留

意
す
べ
き
と
し
た
。

そ
の
他
、
薬
局
の
薬
剤
師

数
が
需
要
よ
り
増
加
し
て
い

る
一
方
で
、
病
院
薬
剤
師
の

確
保
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
と
し
て
、
薬
剤
師
を

薬
局
か
ら
病
院
へ
シ
フ
ト
す

る
こ
と
が
必
須
と
し
た
他
、

訪
問
看
護
は
営
利
法
人
が
増

え
、
件
数
も
急
増
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
３
月
12
日
の
中

医
協
の
議
論
を
踏
ま
え
、
適

切
な
報
酬
の
あ
り
方
を
議
論

す
る
こ
と
が
必
要
と
し
た
。

更
に
、
診
療
報
酬
は
厳
し

い
経
営
環
境
に
あ
る
医
療
機

関
に
対
し
て
、
非
常
に
強
い

誘
導
に
な
る
た
め
、
地
域
で

丁
寧
に
進
め
て
き
た
協
議
を

阻
害
し
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
こ
と
に
触
れ
、
「
診
療

報
酬
と
い
う
全
国
共
通
の
視

点
に
立
つ
こ
と
も
重
要
だ

が
、
地
域
で
関
係
者
が
協
議

し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
考
え
出
さ
れ
た
方
策
を
補

助
金
等
で
支
え
る
方
が
適
切

な
場
合
も
あ
る
」
と
指
摘
。

例
え
ば
地
域
の
医
療
機
能

の
集
約
化
に
つ
い
て
、
「
地

域
医
療
構
想
に
よ
っ
て
進
む

場
合
も
あ
る
が
、
集
約
化
自

体
が
目
的
で
は
な
く
、
将
来

の
医
療
ニ
ー
ズ
と
医
療
資
源

等
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
結

果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
中
医
協
で
も
、

そ
の
視
点
で
議
論
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
現
在
の
医
療

提
供
体
制
は
全
国
画
一
的
に

形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
関
係
者
の
懸
命
な
努
力

に
よ
り
、
地
域
の
医
療
資
源

や
高
齢
化
な
ど
の
実
情
を
踏

ま
え
た
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
強

調
。
「
一
部
だ
け
を
見
て
、

現
状
を
無
視
し
た
見
直
し
を

行
う
の
で
は
な
く
、
全
体
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
慎

重
に
対
応
し
な
け
れ
ば
、
国

民
の
生
命
・
健
康
を
危
険
に

さ
ら
す
こ
と
に
な
る
」
と
指

摘
し
た
。

長島常任理事

江澤常任理事

茂松副会長
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書
籍
紹
介

本
書
は
、
２
０
１
０
年
に

著
者
に
よ
っ
て
三
部
作
と
し

て
書
か
れ
、
累
計
15
万
部
を

超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

っ
た
書
籍
の
う
ち
の
一
冊
が

15
年
ぶ
り
に
改
訂
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

著
者
は
、
「
英
語
の
文
法

を
し
っ
か
り
理
解
し
て
い
な

い
子
ど
も
が
、
大
人
よ
り
も

ペ
ラ
ペ
ラ
と
外
国
人
さ
ん
と

話
し
て
い
る
よ
う
に
、
難
し

い
統
計
の
学
術
用
語
や
方
程

式
を
理
解
で
き
な
く
と
も
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
瞬
時

に
世
界
中
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
入
手
で
き
る
便
利
な

時
代
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方

で
、
あ
ふ
れ
る
情
報
の
中
か

ら
い
か
に
正
し
い
情
報
を
入

手
し
、
取
捨
選
択
し
て
生

活
・
仕
事
な
ど
に
適
切
に
利

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
問
わ
れ
て
い
る
。

昨
今
、
「
リ
テ
ラ
シ
ー
を

高
め
る
」
な
ど
の
言
葉
が
盛

ん
に
使
わ
れ
る
。
リ
テ
ラ
シ

ー
と
は
、
も
と
も
と
「
読
み

書
き
の
能
力
」
を
指
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
で

は
「
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
正

し
く
理
解
し
、
整
理
し
、
適

切
に
活
用
す
る
能

力
」
と
し
て
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
メ

デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ

ー
、
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
、
ネ
ッ
ト

リ
テ
ラ
シ
ー
、
ヘ
ル
ス
リ
テ

ラ
シ
ー
な
ど
、
使
用
さ
れ
る

分
野
は
多
岐
に
わ
た
る
。

ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
と

は
、
「
健
康
や
医
療
に
関
す

る
正
し
い
情
報
を
入
手
し
、

理
解
し
て
活
用
す
る
能
力
」

と
さ
れ
る
。
健
康
志
向
の
高

ま
り
か
ら
、
自
ら
健
康
・
病

気
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
な
ど
か

ら
入
手
し
、
受
診

の
要
否
を
判
断
し

て
い
る
人
も
多
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高

め
る
こ
と
で
病
気
の
予
防

や
、
健
康
寿
命
の
延
伸
、
更

に
は
適
切
な
受
診
行
動
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
に
専
門
家
に
よ
る
情

報
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に

配
慮
し
た
や
や
控
え
め
な
も

の
が
多
く
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に

基
づ
か
な
い
誤
っ
た
（
時
に

健
康
を
害
す
る
）
情
報
は
、

人
の
心
に
響
く
キ
ャ
ッ
チ
ー

な
表
現
が
多
い
よ
う
に
感
じ

る
。ヘ

ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高

め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が

容
易
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う

な
時
代
に
こ
そ
医
師
会
広
報

の
役
割
は
大
き
く
、
更
な
る

対
外
広
報
の
充
実
・
活
性
化

が
重
要
と
考
え
る
。�

（
榮
）

ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
と
医
師
会
広
報

い
ま
さ
ら
誰
に
も
聞
け
な
い

医
学
統
計
の
基
礎
の

キ
ソ

─
Ⅰ　

数
式
な
し
で
８
割

理
解
で
き
る！
─
（
改
訂

版
）

浅
井　

隆　

著

ま
ず
は
統
計
で
示
さ
れ
た
結

果
を
し
っ
か
り
と
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
れ
ば
良
い
！

」

と
の
徹
底
し
た
考
え
の
下
に

本
書
を
執
筆
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
副
題
に
も
あ

る
よ
う
に
、
本
書
を
通
読
す

れ
ば
、
医
学
論
文
で
書
か
れ

て
い
る
統
計
の
意
味
を
理
解

す
る
の
に
大
い
に
役
立
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
後
、『
Ⅱ

研
究

の
種
類
と
結
果
の
解
釈
！

』

『
Ⅲ

評
価
の
し
か
た
と
論
文

作
成
法
！

』
が
年
内
に
刊
行

予
定
と
な
っ
て
お
り
、
本
書

と
併
せ
て
ご
活
用
願
い
た

い
。

定
価　

３
０
８
０
円
（
税
込
）

発
行　

総
合
医
学
社

は
じ
め
て
の
脳
波
ト

リ
ア
ー
ジ

─
２
ス
テ
ッ
プ
で
意
識

障
害
に
強
く
な
る
─

音
成
秀
一
郎　

著

脳
波
検
査
は
有
益
で
あ
る

一
方
、
正
確
に
読
み
解
く
こ

と
が
難
し
く
、
専
門
医
が
実

施
す
る
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。

本
書
は
そ
ん
な
脳
波
に
つ

い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

を
二
つ
に
絞
り
、
緊
急
性
の

あ
る
パ
タ
ー
ン
を
拾
い
上

げ
、
即
座
に
治
療
方
針
を
決

め
る
２
ス
テ
ッ
プ
の
判
読
法

＝
〝
脳
波
の
ト
リ
ア
ー
ジ
〟

を
解
説
し
た
入
門
書
で
あ

る
。
①
背
景
活
動
の
異
常
（
＝

意

識

障

害
）

の

有

無

②

spike

（
＝
て
ん
か
ん
性
の

所
見
）
の
有
無

─
の
二
つ

を
軸
に
脳
波
を
４
パ
タ
ー
ン

に
分
類
し
、
即
座
に
対
応
が

必
要
な
て
ん
か
ん
性
の
意
識

障
害
の
鑑
別
を
素
早
く
行
う

た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。

本
書
に
お
い
て
、
著
者
は

脳
波
を
「
脳
の
バ
イ
タ
ル
サ

イ
ン
」
と
位
置
付
け
、
「
救

急
医
、
総
合
診
療
医
、
レ
ジ

デ
ン
ト
に
と
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｕ
や

神
経
救
急
で
の
強
力
な
武
器

に
な
る
」
と
強
調
し
て
い
る
。

豊
富
な
カ
ラ
ー
画
像
と
症

例
に
よ
り
、
実
際
の
脳
波
の

パ
タ
ー
ン
を
見
な
が
ら
学
ぶ

こ
と
が
で
き
、
新
時
代
の
脳

波
入
門
書
と
し
て
も
お
薦
め

の
一
冊
で
あ
る
。

定
価　

６
３
８
０
円
（
税
込
）

発
行　

南
江
堂

卒
後
20
年
目

総
合
内
科
医
の
診
断
術 

ver.3

石
井
義
洋　

著

本
書
は
、
「
ど
う
し
た
ら

正
し
い
診
断
に
た
ど
り
つ
く

こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い

う
誰
し
も
が
求
め
る
総
合
内

科
診
療
の
実
践
力
を
、
明
快

か
つ
詳
細
に
ま
と
め
て
好
評

を
得
た
『
卒
後
15
年
目
総
合

内
科
医
の
診
断
術ver.2

』

（
２
０
１
９
年
刊
行
）
を
改

訂
・
改
題
し
、
大
幅
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
し
た
書
籍
で
あ
る
。

「
救
急
外
来
」
「
総
合
内
科

外
来
」「
入
院
診
療
」「
検
査
」

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る

診
断
ア
プ
ロ
ー
チ
を
記
載

し
、
初
学
者
が
陥
り
や
す
い

ピ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ル
へ
の
対
処

法
も
充
実
し
て
い
る
。

ま
た
、
症
例
ご
と
に
疾
患

の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
類

似
症
例
も
紹
介
し
、
診
断
に

至
る
プ
ロ
セ
ス
を
分
か
り
や

す
く
提
示
し
て
い
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
既
述
の
前
版

ver.2

発
行
か
ら
こ
れ
ま
で

の
間
に
新
た
に
培
わ
れ
た
著

者
の
知
識
と
技
術
も
余
す
と

こ
ろ
な
く
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。内

容
も
ペ
ー
ジ
も
大
幅
に

増
量
し
読
み
応
え
の
あ
る
本

書
は
、若
手
研
修
医
を
始
め
、

内
科
・
総
合
内
科
診
療
に
携

わ
る
全
て
の
医
師
に
お
薦
め

し
た
い
一
冊
と
言
え
る
。

定
価　

９
４
６
０
円（
税
込
）

発
行　

中
外
医
学
社

訃
　
報

■
小
玉
弘
之
氏
（
前
秋
田
県

医
師
会
長
／
元
日
本
医
師
会

常
任
理
事
）

６
月
25
日
死
去
、
71
歳
。

逮
夜
が
28
日
、
葬
儀
が
29
日

に
秋
田
市
内
で
近
親
者
の
み

に
て
執
り
行
わ
れ
た
。
喪
主

は
ご
子
息
、
之
生
様
。

氏
は
昭
和
28
年
生
ま
れ
。

昭
和
63
年
北
里
大
学
医
学
部

卒
業
後
、
い
く
つ
か
の
医
療

機
関
で
の
勤
務
を
経
て
、
平

成
７
年
４
月
に
南
秋
田
整
形

外
科
医
院
院
長
に
就
任
。

平
成
28
年
６
月
か
ら
令
和

４
年
６
月
ま
で
秋
田
県
医
師

会
長
を
３
期
務
め
た
。

そ
の
間
、
平
成
30
年
６
月
か

ら
令
和
２
年
６
月
ま
で
日
本

医
師
会
常
任
理
事
を
務
め
た
。

令
和
６
年
に
旭
日
小
綬
章

を
受
章
し
て
い
る
。

秒
で
判
断
・
分
で
理
解！

循
環
器
疾
患″
か
も
し

れ
な
い
〟
症
候
の
救

急
・
急
変
対
応
ノ
ー
ト

樋
口
義
治　

編

本
書
は
、
胸
背
部
痛
や
シ

ョ
ッ
ク
・
心
肺
停
止
、
呼
吸

困
難
、
意
識
障
害
な
ど
、
発

症
直
後
に
死
亡
率
が
高
い
と

D
r.

大
塚
式
４
ス
テ
ッ
プ

診
断
法
で
マ
ス
タ
ー
す
る

血
液
ガ
ス
ド
リ
ル

大
塚
将
秀　

著

本
書
は
血
液
ガ
ス
や
酸
塩

基
平
衡
を
学
ん
で
い
る
も
の

の
、
理
解
が
進
ま
な
か
っ
た

り
、
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
若

手
医
師
や
看
護
師
が
、
苦
手

意
識
を
克
服
で
き
る
よ
う
、

企
画
・
執
筆
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

そ
の
内
容
は
「
第
１
章�

血
液
ガ
ス
の
基
礎
」
「
第
２

章�

酸
素
化
の
評
価
」「
第
３

章�

酸
塩
基
平
衡
の
評
価
」

「
第
４
章�

酸
塩
基
平
衡
の
診

断
」「
第
５
章�

臨
床
と
結
び

つ
け
よ
う
」「
第
６
章�

デ
ー

タ
が
お
か
し
い
と
き
」
「
第

７
章�

練
習
問
題
」
の
全
７

章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

血
液
ガ
ス
・
酸
塩
基
平
衡

の
基
礎
知
識
が
整
理
さ
れ
て

い
る
た
め
、
酸
塩
基
平
衡
の

診
断
を
学
べ
る
だ
け
で
は
な

く
、
著
者
の
提
唱
す
る
『
４

ス
テ
ッ
プ
診
断
法
』
を
用
い

る
こ
と
で
、
酸
塩
基
平
衡
診

断
の
第
１
段
階
で
あ
る
「
血

液
自
体
の
評
価
」
を
確
実
に

習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
分
析
の
コ
ツ
を
身

に
付
け
た
後
、
臨
床
で
の
活

用
の
仕
方
や
、
検
査
上
の
よ

く
あ
る
エ
ラ
ー
も
解
説
さ
れ

て
お
り
、
患
者
背
景
を
考
慮

し
て
病
態
と
結
び
付
け
る
た

め
の
考
え
方
を
学
ぶ
こ
と
も

で
き
る
。

本
文
は
穴
埋
め
の
ド
リ
ル

形
式
な
の
で
、
理
解
度
を
読

者
自
身
で
確
認
し
な
が
ら
読

み
進
め
る
こ
と
が
で
き
、「
第

７
章�

練
習
問
題
」
に
は
、

実
践
的
な
問
題
が
13
問
掲
載

さ
れ
て
い
る
た
め
、
既
学
者

が
実
力
を
把
握
す
る
の
に
も

役
立
つ
一
冊
と
な
っ
て
い

る
。
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０
０
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税
込
）

発
行　

総
合
医
学
社

さ
れ
る
循
環
器
疾
患
が
疑
わ

れ
る
症
候
・
病
態
に
遭
遇
し

た
際
に
、
秒
で
判
断
し
、
分

で
考
え
、
対
処
し
な
が
ら
病

態
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の

考
え
方
と
実
践
の
コ
ツ
を
、

分
か
り
や
す
く
示
し
た
解
説

書
で
あ
る
。

救
急
受
診
ば
か
り
で
な

く
、
院
内
で
の
急
変
対
応
も

含
め
て
、
即
座
の
対
応
が
求

め
ら
れ
る
現
場
。
そ
う
し
た

際
に
「
ま
ず
、
初
動
と
し
て

ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
」「
次

に
何
を
す
べ
き
で
あ
る
の

か
」
と
い
っ
た
時
間
軸
に
沿

っ
た
対
応
が
明
快
に
分
か
る

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
が
多
数
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
大
変
使
い

や
す
い
。

高
齢
化
に
伴
っ
て
、
急
性

心
不
全
を
始
め
と
し
た
急
性

循
環
器
疾
患
に
よ
り
、
入
院

す
る
患
者
の
数
も
増
加
し
て

い
る
今
日
、
現
場
の
若
手
医

師
に
と
っ
て
も
役
立
つ
一
冊

と
言
え
る
。
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４
６
２
０
円（
税
込
）

発
行　

南
江
堂
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